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特集：社会福祉法人の経営危機
株式会社川原経営総合センター　　　　　　　　
福祉財務コンサルティング部 副部長　高橋　喜彦

　昨今、社会福祉法が改正され、法人を取り巻く環境は大きく様変わりをしました。現在では
「社会福祉連携推進法人」の議論が行われ、法人の経営危機等の報道がなされることもあります。
　今号では、社会福祉法人の経営を取り巻く環境の変遷について、株式会社川原経営総合セン
ター　福祉財務コンサルティング部　高橋　喜彦　副部長にご寄稿いただきました。

　医療・福祉業界に特化し50年、業界向け経営コンサルティングを生業とする「株式会社　川原
経営総合センター」の高橋と申します。このような機会を頂きましたので、日頃現場実践の中で
感じること、考えていること、福祉業界に対する想いなどを触れていきたいと思います。
　平成12年介護保険制度がスタートし、同時に会計ルールも変更。当時、「経理規程準則」から

「旧・会計基準」への移行処理が進む中、介護保険事業を営む社会福祉法人には「指導指針」な
る会計処理ルールへの移行も認められるなど、激動の転換点だった当時のことを昨日のことのよ
うに思い出します。それから時を経て、時代は平成から令和になり、社会福祉法人を取り巻く経
営環境は大きく変わることとなりました。
　以下、筆者の視点として、ターニングポイントになった出来事を触れていきたいと思います。

～ 社会福祉法人経営研究会（平成18年） ～ ⇒ 成長期・拡大期
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　介護保険制度施行後６年が経過し、「措置から契約への変化」を受け入れることができたかど
うかを振り返る、貴重な機会となったこの研究会は、全国社会福祉施設経営者協議会（現・全国
社会福祉法人経営者協議会）が中心となり、学識経験者らを交えて会を構成し、７回の議論を経
て、上記のような資料のまとめがなされました。「自立（自律）と責任」、「施設管理から法人経
営へ」この２つの言葉は、この先の社会福祉法人経営の根幹をなす、重要な指針として我々に大
きな学びを与えてくれたと言っても過言ではありません。公金依存体質に危機感を覚え、法人理
念を自らの力で形にしていく推進力や職員から明日への活力を引き出す誘引力など、今にして思
えば、この時点で意識改革や方針転換が出来た法人は、悠々自適とまでは行かないまでも、現在
でも安定的な経営基盤を誇っているケースが多いように思われます。この頃は、まだ社会にも余
力があり、公定価格は大きく引き下げられることもなく、労働力の確保は厳しいながらも何とか
回っている、そんな情勢だったのではないでしょうか。

～ 社会福祉法人の在り方等に関する検討会（平成25年～26年） ～ ⇒ 成熟期（序章）

　高齢介護、障害福祉と契約型の事業が広がり、その担い手も裾野が大きく拡大したことで、今
まで隠れていたニーズが顕在化し、当事者たちの社会接点が増えていった一方、社会福祉法人に
課せられたミッションの中でも中枢にある「非営利性と公益性」に反する動きを見せる法人が現
れ、不正請求や私的流用などの法を逸脱した行為や内部統制の利かない経営管理体制がもたらし
た債務超過・経営不振問題、経営主体間のイコールフッティング、情報公開義務と説明責任の在
り方など、様々な声が福祉業界へ寄せられるようになり、本検討会をもって一大改革が行われる

介護保険制度行ᚋ � 年が経㐣し、「ᥐ⨨からዎ⣙への変化」をཷけධれることができたかどうかを

り㏉る、㈗㔜な機会となったこの研究会は、ᅜ社会福祉タ経営者༠㆟会（現・ᅜ社会福祉法人経営

者༠㆟会）が中ᚰとなり、Ꮫ㆑経㦂者らをえて会をᵓ成し、� ᅇの㆟ㄽを経て、ୖグのような㈨ᩱのま

とめがなࡉれました。「⮬❧（⮬ᚊ）と㈐௵」、「タ⟶理から法人経営へ」この 2 のゝⴥは、このඛのࡘ

社会福祉法人経営の᰿ᖿをなす、㔜せな指針としてᡃࠎに大きなᏛࡧをえてくれたとゝっても㐣ゝでは

ဨから᫂日へ⫋ࡸබ㔠౫Ꮡయ㉁に危機感をぬえ、法人理ᛕを⮬らのຊでᙧにしていく᥎進ຊ。ࢇࡏりま࠶

のάຊをᘬき出すㄏᘬຊなど、にして思えࡤ、この時点でព㆑ᨵ㠉ࡸ᪉針転換が出来た法人は、ᝆࠎ⮬

㐺とまでは行かないまでも、現ᅾでもᏳᐃⓗな経営基┙をっているࢣースがከいように思われます。こ

の頃は、まだ社会にもవຊが࠶り、බᐃ౯᱁は大きくᘬき下ࡆられることもなく、ປാຊの☜保はཝしい

ながらもఱとかᅇっている、そࢇなໃだったのではないでしࡻうか。 
 
～ 社会福祉法人のᅾり᪉➼に㛵する᳨ウ会（平成 25 年～2� 年） ～ ⇒ 成⇍期（ᗎ❶） 

 
  

高㱋介護、㞀ᐖ福祉とዎ⣙ᆺの事業がᗈがり、そのᢸいᡭも〈㔝が大きく拡大したことで、まで㞃れ

ていたニーࢬが㢧ᅾ化し、当事者たࡕの社会᥋点がቑえていった୍᪉、社会福祉法人にㄢࡏられたࢩࢵ࣑

ࣙンの中でも中ᯡに࠶る「㠀営ᛶとබ┈ᛶ」にする動きをぢࡏる法人が現れ、ṇㄳồࡸ⚾ⓗὶ⏝な

どの法を㐓⬺した行Ⅽࡸෆ部⤫制のかない経営⟶理య制がもたらしたമ務㉸㐣・経営ၥ㢟、経営

➨㸯ᅇ社会保㞀ᑂ㆟会福祉部会㈨ᩱ（平成㸰㸴年㸶᭶㸰㸵日）
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ことになりました。このタイミングでは、「経営執行体制」の本来あるべき姿について学び、ア
ウト・オブ・コントロールにならないための組織デザインを考えられたはずですが、皆様の組織
ではいかがでしたでしょうか。筆者の私見を述べさせて頂きますと、社会福祉法人の経営執行体
制に必要なのは「機動性＜健全性」だと認識しております。内部理事だけで固めるのではなく、

「客観性」や「積極性（保守性）」といった適度な外圧を期待できる外部理事、監事、評議員で構
成する必要があるように思います。内部だけでは見えないもの、生み出せないものといった多面
的で多様性のある発想は、ワンマン色の強い組織体制からは創出されにくいものです。
　ちなみに、この間公定価格は右肩下がりであり、新たな労働力たる若者の福祉分野への進学率
が大きく低下し、福祉系学部や学科の休止、場合によっては学校の閉鎖が見られ始め、首都圏を
中心に労働力の確保難が経営課題の一つとして挙げられるようになってきました。そんな中、増
え続ける待機児対策や特養待機者解消策として、地方の社会福祉法人の活用が広がりを見せてい
ます。その判断は、結果として、地域と福祉の結びつきが希薄なものになってしまったと言わざ
るを得ない状況を生むことになりました。市場原理として当たり前という感覚と、無くしてはい
けないものが失われつつある現実を、同時に垣間見た時期でした。

～ 社会福祉法人の事業展開等に関する検討会（令和元年度） ～ ⇒ 成熟期（本論）

　さて、いよいよ本論です。平成28年度総務省の統計データによれば、65歳以上の老年人口割合
は約27％、15歳から64歳までの生産年齢人口割合は約60％と、老年人口の割合が拡大し、生産年
齢人口割合は縮小の一途であります。当然の事ながら、労働力は減少し、総量的な福祉ニーズは

య㛫のイコールࢵࣇティング、ሗබ㛤⩏務とㄝ᫂㈐௵のᅾり᪉など、ᵝࠎなኌが福祉業界へᐤࡏられる

ようになり、ᮏ᳨ウ会をもって୍大ᨵ㠉が行われることになりました。このタイ࣑ングでは、「経営ᇳ行

య制」のᮏ来࠶るきጼにࡘいてᏛ࢘、ࡧト・ࣈ࢜・コントࣟールにならないための⤌⧊ࢨࢹインを考

えられたはࡎですが、ⓙᵝの⤌⧊ではいかがでしたでしࡻうか。筆者の⚾ぢを㏙ࡏࡉて頂きますと、社

会福祉法人の経営ᇳ行య制にᚲせなのは「機動ᛶ㸺ᛶ」だと認㆑して࠾ります。ෆ部理事だけでᅛめ

るのではなく、「ᐈほᛶ」ࡸ「✚ᴟᛶ（保Ᏺᛶ）」といった㐺度なእᅽを期ᚅできるእ部理事、┘事、ホ㆟

ဨでᵓ成するᚲせが࠶るように思います。ෆ部だけではぢえないもの、生ࡳ出ࡏないものといったከ㠃ⓗ

でከᵝᛶの࠶るⓎ想は、࣡ン࣐ンⰍのᙉい⤌⧊య制からは出ࡉれにくいものです。 
り、᪂たなປാຊたるⱝ者の福祉ศ㔝への進Ꮫ⋡が大きく࠶に、この㛫බᐃ౯᱁はྑ⫪下がりでࡳなࡕ 

ప下し、福祉⣔Ꮫ部ࡸᏛ⛉のఇṆ、場合によってはᏛᰯの㛢㙐がぢられጞめ、㤳㒔ᅪを中ᚰにປാຊの☜

保㞴が経営ㄢ㢟の୍ࡘとしてᣲࡆられるようになってきました。そࢇな中、ቑえ⥆けるᚅ機ඣ対⟇ࡸ特㣴

ᚅ機者ゎᾘ⟇として、ᆅ᪉の社会福祉法人のά⏝がᗈがりをぢࡏています。そのุ᩿は、⤖ᯝとして、ᆅ

ᇦと福祉の⤖ࡘࡧきがᕼⷧなものになってしまったとゝわࡊるをᚓない≧ἣを生むことになりました。ᕷ

場原理として当たり๓という感ぬと、↓くしてはいけないものがኻわれ࠶ࡘࡘる現実を、同時にᇉ㛫ぢた

時期でした。 
 
～ 社会福祉法人の事業ᒎ㛤➼に㛵する᳨ウ会（令和ඖ年度） ～ ⇒ 成⇍期（ᮏㄽ） 

 
 

社会福祉法人の事業ᒎ㛤➼に㛵する᳨ウ会 ሗ࿌᭩（令和ඖ年 12 ᭶ 1� 日） 
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増大していく、こうなると何が起こるか？社会保障費の限界が訪れ、その限界の範囲でニーズを
形にできる事業者が求められるのは、自然の摂理であると言えます。この表は、原稿執筆時点で
の創設案（令和元年12月末時点）ですが、医療業界で先行している「地域医療連携推進法人制
度」の福祉版を作ろうという構想があります。この構想自体をどう思うかは各人の自由であると
して、このような制度を検討しなければならない背景を、経営者としてどのように捉え、向き合
うか、この点を強く意識しなければなりません。前述してきた通り、筆者の視点においては、こ
れまで大きく３つのターニングポイントがあり、その時々で適切な改革や変化を受け入れ、体質
改善を図るチャンスがあったはずですが、皆様の法人ではいかがでしょうか。こうして順を追っ
て整理してみると、現状は予見できた未来だったことがわかると思います。
　代表的な経営資源として、「人」「物」「金」が挙げられますが、いずれの資源も、今後枯渇し
ていくことは見えています。そんな中、従前通り、投資を続けライフサイクルを回せるような創
意工夫は必要ですが、その点に加えて、現在、または今後見込まれる社会福祉法人の経営危機に
おいて、欠かせないのは、間違いなく「組織力」です。
　創業者たる地元名士の社会福祉活動家や篤志家、つまりカリスマ経営者で何とかなる時代は終
わりました。今、必要なのは「非営利性と公益性を旨とし、地域福祉ニーズに応え続けることの
できる組織づくり」です。ここで、注意。「人を育てること」と「組織を育てること」は、似て
非なるもので混同してはいけません。人を育てることと同様に、組織も育てるという視点が必要
ですが、平成12年に社会福祉事業法が社会福祉法に変わって以降も、組織づくりの視点が蔑ろに
されていることが大変残念でなりません。改正社会福祉法でいうところの「法人本部の機能強
化」の本質は、正にこの点にあるのです。
　経営理念があり、事業方針があれば、組織デザインは必然的に固まっていくはずですが、この
プロセスを怠った結果、事業運営に支障が出るという法人組織をたくさん見ています。
　やりたいことをやりたいようにやるために、先立つものとして経営資源の充実があり、その経
営資源を活用して福祉ニーズへの対応を具現化していく、そのために必要な組織づくり。
　後継者問題で悩んでいる方、内部統制で悩んでいる方、人材定着で悩んでいる方、経営危機に
怯えていては、未来を形作ることはできません。「まずは動くこと」。このことを念頭に置きなが
ら、一度、組織体制について、そして、後進を信じ、未来を託せる方策について一緒に考えてみ
ませんか。そのような行為の先にある、社会福祉法人経営の未来を皆さんと共に作っていきた
い、そんな日々を今後も送っていきたいと私は考えています。

＜筆者プロフィール＞

　平成11年、川原経営グループに入社。以後、首都圏をはじめ、全国各地の社会福祉法人に対して経営指導
業務を中心に、コンサルティングに従事する傍ら、行政や社会福祉協議会を始めとする各種団体の講演・執
筆活動にも多数携わる。

＜参考＞

社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書（令和元年12月13日）
https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000577210.pdf

社会福祉法人の事業ᒎ㛤➼に㛵する᳨ウ会 ሗ࿌᭩（令和ඖ年 12 ᭶ 1� 日） 

KWWSV���ZZZ�PKOZ�JR�MS�FRQWHQW�1200�000�0005��210�SGI 

平成��年、川原経営グルーࣉにධ社。以ᚋ、㤳㒔ᅪをはじめ、ᅜྛᆅの社会福祉法人に対して経営指導

業務を中ᚰに、コンサルティングにᚑ事するഐら、行ᨻࡸ社会福祉༠㆟会をጞめとするྛ✀ᅋయのㅮ₇・

ᇳ筆ά動にもከᩘᦠわる。 

、�5ṓ以ୖの⪁年人ཱྀ合は⣙2�㸣、ࡤータによれࢹて、いよいよᮏㄽです。平成28年度総務┬の⤫計ࡉ

15 ṓから �� ṓまでの生⏘年㱋人ཱྀ合は⣙ �0㸣と、⪁年人ཱྀの合が拡大し、生⏘年㱋人ཱྀ合は⦰ᑠ

の୍㏵で࠶ります。当↛の事ながら、ປാຊはῶᑡし、総㔞ⓗな福祉ニーࢬはቑ大していく、こうなると

ఱが㉳こるか㸽社会保㞀㈝の㝈界がゼれ、その㝈界の⠊ᅖでニーࢬをᙧにできる事業者がồめられるのは、

⮬↛のᦤ理で࠶るとゝえます。この⾲は、原✏ᇳ筆時点でのタ（令和ඖ年 12 ᭶ᮎ時点）ですが、医

療業界でඛ行している「ᆅᇦ医療㐃ᦠ᥎進法人制度」の福祉∧をసࢁうというᵓ想が࠶ります。このᵓ想

⮬యをどう思うかはྛ人の⮬⏤で࠶るとして、このような制度を᳨ウしなけれࡤならない⫼ᬒを、経営者

としてどのようにᤊえ、向き合うか、この点をᙉくព㆑しなけれࡤなりまࢇࡏ。๓㏙してきた㏻り、筆者

の視点に࠾いては、これまで大きく㸱ࡘのターニングポイントが࠶り、その時ࠎで㐺ษなᨵ㠉ࡸ変化をཷ

けධれ、య㉁ᨵၿをᅗるࣕࢳンスが࠶ったはࡎですが、ⓙᵝの法人ではいかがでしࡻうか。こうして㡰を

㏣ってᩚ理してࡳると、現≧はணぢできたᮍ来だったことがわかると思います。 
代⾲ⓗな経営㈨※として、「人」「≀」「㔠」がᣲࡆられますが、いࡎれの㈨※も、ᚋᯤῬしていくこ

とはぢえています。そࢇな中、ᚑ๓㏻り、ᢞ㈨を⥆けࣛイࣇサイࢡルをᅇࡏるようなពᕤኵはᚲせです

が、その点にຍえて、現ᅾ、またはᚋぢ㎸まれる社会福祉法人の経営危機に࠾いて、Ḟかࡏないのは、

㛫㐪いなく「⤌⧊ຊ」です。 
業者たるᆅඖྡኈの社会福祉ά動ᐙࡸ⠜ᚿᐙ、ࡘまりࣜ࢝ス࣐経営者でఱとかなる時代は⤊わりまし

た。、ᚲせなのは「㠀営ᛶとබ┈ᛶを᪨とし、ᆅᇦ福祉ニーࢬにᛂえ⥆けることのできる⤌⧊࡙くり」

です。ここで、ὀព。「人を⫱てること」と「⤌⧊を⫱てること」は、ఝて㠀なるものでΰ同してはいけ

まࢇࡏ。人を⫱てることと同ᵝに、⤌⧊も⫱てるという視点がᚲせですが、平成 12 年に社会福祉事業法

が社会福祉法に変わって以㝆も、⤌⧊࡙くりの視点がࢁにࡉれていることが大変ṧᛕでなりまࢇࡏ。ᨵ

ṇ社会福祉法でいうとこࢁの「法人ᮏ部の機⬟ᙉ化」のᮏ㉁は、ṇにこの点に࠶るのです。 
経営理ᛕが࠶り、事業᪉針が࠶れࢨࢹ⧊⤌、ࡤインはᚲ↛ⓗにᅛまっていくはࡎですが、このࣟࣉセス

をᛰった⤖ᯝ、事業㐠営にᨭ㞀が出るという法人⤌⧊をたくࢇࡉぢています。 
り、その経営㈨※をά࠶ものとして経営㈨※の実がࡘ❧るために、ඛࡸりたいようにࡸりたいことをࡸ

⏝して福祉ニーࢬへの対ᛂをල現化していく、そのためにᚲせな⤌⧊࡙くり。 
ᚋ⥅者ၥ㢟でᝎࢇでいる᪉、ෆ部⤫制でᝎࢇでいる᪉、人ᮦᐃ╔でᝎࢇでいる᪉、経営危機にえてい

ては、ᮍ来をᙧసることはできまࢇࡏ。「まࡎは動くこと」。このことをᛕ㢌に⨨きながら、୍度、⤌⧊య

制にࡘいて、そして、ᚋ進をಙじ、ᮍ来をクࡏる᪉⟇にࡘいて୍⥴に考えてࡳまࢇࡏか。そのような行Ⅽ

のඛに࠶る、社会福祉法人経営のᮍ来をⓙࢇࡉとඹにసっていきたい、そࢇな日ࠎをᚋも㏦っていきた

いと⚾は考えています。 
 
㸺筆者ࣇࣟࣉィール㸼 
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